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災害支援ナース活動要領（案） 

 

令和 年 月 日 

 

１．総則 

（１）本要領の位置付け 

本要領は、大規模自然災害の発生時や新興感染症の発生・まん延時

（以下「災害等発生時」という。）に、次項に規定する災害支援ナース

を派遣し、大規模自然災害が発生した地域や新興感染症がまん延した地

域（以下「被災地等」という）のニーズに応じて柔軟に、災害支援ナー

スの活動を実践するための体制及び対応方法を定めるものである。 

（２）災害支援ナースとは 

災害支援ナースとは、被災地等に派遣され、地域住民の健康維持・確

保に必要な看護を提供するとともに、看護職員の心身の負担を軽減し支

えること（以下「看護支援活動」という。）を行う看護職員のことであ

り、厚生労働省医政局が実施する災害支援ナース養成研修を修了し、厚

生労働省医政局に登録された者の総称である。 

災害支援ナースは、都道府県と災害支援ナースが所属する施設（病院、

診療所、訪問看護事業所、助産所や都道府県看護協会等（以下「所属施

設」という。）との間で締結した災害支援ナースの派遣に関する協定に

基づき、派遣される。 

（３）運用の基本方針 

① 厚生労働省医政局は、災害支援ナースの活動要領を策定するとともに、

研修・訓練等を実施すること及び災害支援ナースを登録することにより、

災害支援ナースの質の維持及び向上を図ることとする。 

② 厚生労働省医政局は、研修の企画・実施及び災害支援ナースの登録・

管理、全国派遣調整に係る業務を実施する。 

  なお、厚生労働省医政局は、これらの業務を日本看護協会に委託する

ことができる。 

  ③ 都道府県は、管内の災害支援ナースの確保を図るとともに、研修・訓

練の実施により、管内の災害支援ナースの質の維持及び向上を図ること

とする。 
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  ④ 都道府県は、災害支援ナースの都道府県内派遣調整に係る業務を実施

することとする。また、災害支援ナースの活動に必要な支援を行う。 

なお、都道府県は、これらの業務を都道府県看護協会に委託すること

ができる。 

⑤ 都道府県は、大規模自然災害の発生時に、「大規模災害時の保健医療

福祉活動に係る体制の整備について」（令和４年７月22日付け科発0722

第２号厚生労働省大臣官房厚生科学課長他連名通知）に基づき設置され

る保健医療福祉調整本部において、管内等で活動するすべての災害支援

ナースを指揮し、統括する。 

また、都道府県看護協会は、都道府県において、災害対策本部及び保

健医療福祉調整本部が設置された場合には、原則としてこれらに参画す

る。 

 （４）災害支援ナース派遣の基本的な考え方    

災害支援ナースは、まずは被災地等が属する都道府県（以下単に「被

災都道府県」という。）内で活動すること（以下「都道府県内派遣」と

いう。）が基本となるが、災害等発生時において都道府県を越えた協力

が必要な場合には、他の都道府県において活動すること（以下「都道府

県外派遣」という。）がある。 

 

２．災害支援ナースの登録等 

 （１）厚生労働省医政局は、災害支援ナース養成研修を修了した者を災害支

援ナースとして登録する。 

 （２）災害支援ナースのリスト整備 

厚生労働省医政局は都道府県の求めに応じて、災害支援ナースのリス

トを提供する。 

 （３）協定締結施設・派遣可能な災害支援ナースのリストの整備 

都道府県は、都道府県と協定を締結した所属施設（以下「協定締結施

設という。）のリスト及び協定締結施設に所属し、災害等発生時に派遣

可能な災害支援ナースのリストを整備する。 

 

３．平時における対応 

（１）協定の締結 
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都道府県は、所属施設と災害支援ナースの派遣に関する協定書を締結

する。 

なお、所属する施設がない災害支援ナースを派遣する場合には、地域

の実情に応じて、都道府県が災害支援ナースを直接雇用すること又は都

道府県看護協会が災害支援ナースを雇用した上で、都道府県と都道府県

看護協会が協定を締結することにより、派遣を行うことができる。 

 （２）事故補償への対応 

都道府県は、看護支援活動中（出発地と被災地等との移動を含む。）

の事故等に対応するための傷害保険に加入する。 

また、災害支援ナースは、第三者に損害を与えた場合に備えて、災害

等発生時の看護支援活動も補償の対象に含まれる賠償責任保険制度に加

入することが望ましい。 

（３）災害支援ナース派遣体制の整備 

所属施設は、協定の内容に基づき、派遣時に迅速な対応がとれるよう、

組織内の連絡、派遣体制の整備に、平時から努めることとする。 

（４）災害支援ナース養成研修の実施 

① 災害支援ナース養成研修等の実施 

厚生労働省医政局は、災害支援ナース養成研修、企画・指導者研修

を実施し、研修修了者のリストを整備・管理する。 

また、都道府県看護協会は、災害支援ナース養成研修における集合

研修を実施し、研修修了者に係る情報を都道府県及び厚生労働省医政

局に提供する。 

② 災害支援ナース派遣調整訓練の実施 

厚生労働省医政局は、災害支援ナース及びその所属施設との災害支

援ナース派遣調整訓練を年１回以上実施し、災害支援ナース派遣調整

の評価及び見直しを行う。 

③ 災害支援ナースの登録更新 

厚生労働省医政局は、災害支援ナースの登録更新を５年ごとに行う。

ただし、年度途中に災害支援ナースとして登録された場合は、登録さ

れた当該年度及びその後４年間を、災害支援ナースとしての登録有効

期間とする。 

災害支援ナースは、登録有効期間において、更新を目的として厚生
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労働省医政局が実施する研修に１回以上参加する。登録有効期間内に

当該研修に参加しなかった場合は、更新されないものとする。 

災害支援ナースは、所属施設など、登録内容に変更があった場合は、

所属施設から都道府県を通じて、厚生労働省医政局に届け出る。また、

所属施設がない場合は、本人から都道府県を通じて厚生労働省医政局

に届け出る。 

④ 関係機関等との情報共有・連携強化 

厚生労働省医政局は、災害支援ナースの派遣の調整業務を行う都道

府県の派遣調整実施窓口の情報を把握する。 

厚生労働省医政局、日本看護協会、都道府県及び都道府県看護協会

は、平時より緊密に情報を共有し、連携の強化に努める。 

⑤ その他 

厚生労働省医政局及び日本看護協会は、その他、災害等発生時の支

援体制を整え、災害支援ナースが、円滑な看護支援活動を行うために

必要な事業を行う。 
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図１：災害支援ナース派遣の仕組み（平時の体制整備） 
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４．災害等発生時の対応 

 （１）情報収集と共有 

 都道府県は、大規模自然災害が発生した又は新興感染症が発生・まん

延した場合、被災地域の災害の概況、被災都道府県内における災害支援

ナース派遣状況、看護支援ニーズ・支援要請の有無等（以下「被災状況

等」という。）を収集し、厚生労働省医政局に報告する。 

日本看護協会は危機対策本部を設置し、あらゆる媒体を活用した情報

収集を行う。また、都道府県看護協会から報告された被災状況等につい

て情報を集約し、厚生労働省医政局に報告する。 

災害支援ナースを派遣した協定締結施設は、派遣に関する状況を、広

域災害救急医療情報システム（以下「EMIS」という。）に入力する。さ

らに、災害支援ナースの活動状況に応じて適宜EMISの入力情報を更新

する。 

厚生労働省医政局、日本看護協会、都道府県及び都道府県看護協会は、

緊密に情報を共有し、連携の強化に努める。 

 （２）災害支援ナース派遣手順 

災害支援ナースの派遣に関する手順は以下を原則とする。 

① 都道府県内の派遣の場合 

イ 被災都道府県は、災害支援ナースの派遣の必要性を検討する。 

ロ 被災都道府県は、災害支援ナースの活動地域（市町村）、活動場

所、必要な人数、期間、活動内容等を決定する。 

ハ 被災都道府県は、速やかに協定締結施設に派遣を要請し、派遣調

整を行う。 

ニ 災害支援ナースの活動の終了時期は、災害支援ナースの派遣を要

請した都道府県が決定する。 

なお、災害支援ナースの派遣の要請や終了については、被災都道

府県は都道府県看護協会と協議のうえ、決定することができる。 

② 都道府県外派遣の場合 

イ 被災都道府県は、都道府県内派遣が適切に講じられてもなお、災

害支援ナースの数が不足すると判断した場合は、他の都道府県に災

害支援ナースの派遣を要請することができる。（都道府県間での調

整が整わないときは、被災都道府県は厚生労働省医政局に対して派
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遣調整を要請することができる。この場合、厚生労働省医政局は、

災害支援ナースの活動内容、活動場所、派遣スケジュール等につい

て、他の都道府県と調整し、決定する。） 

ロ 災害支援ナースを派遣する都道府県は、被災都道府県への派遣を

受諾し、速やかに協定締結施設に派遣を要請する。 

ハ 被災都道府県は、災害支援ナースの活動地域（市町村）・活動場

所を決定し、必要な人数、期間、活動内容等についての情報を厚生

労働省医政局に提供する。 

ニ 災害支援ナースの活動の終了時期は、災害支援ナースの派遣を要

請した都道府県が決定する。 

なお、災害支援ナースの派遣の要請や終了については、被災都道

府県は都道府県看護協会と協議のうえ、決定することができる。 

（３）災害支援ナースの活動 

① 大規模自然災害発生時の対応 

イ 活動時期と派遣期間 

災害支援ナースの被災地での活動時期は、原則として、被災者の

救助・救出に係る時期を脱した後、被災地の復旧・復興が始まる前

までの看護のニーズが特に高まる急性期から亜急性期（発災後３日

以降から１か月間程度）を目安とし、個々の災害支援ナースの派遣

期間は、原則として、移動時間を含めた３泊４日とする。 

ロ 活動場所 

災害支援ナースが活動する場所は、原則として、被災した医療機

関、社会福祉施設及び避難所（福祉避難所を含む）を優先する。ま

た、活動場所までは、原則として公共交通機関を利用して移動する。 

 ハ 活動内容 

災害支援ナースは、保健師助産師看護師法（昭和23年法律第203

号）を遵守し、看護支援活動を行う。 

② 新興感染症発生・まん延時の対応 

イ 活動時期と派遣期間 

    災害支援ナースの新興感染症・まん延地域での活動時期は、原則

として、移動期間を含めた２週間程度を目安とする。なお、必要に

応じて通常業務への復帰可否を確認する期間（PCR検査実施から結
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果が判明するまでの期間など）を別途設け、派遣期間に含めること

とする。 

 ロ 活動場所 

災害支援ナースが活動する場所は、原則として、新興感染症の拡

大・まん延により看護職員の支援が必要な医療機関、社会福祉施設

及び宿泊療養施設を優先する。また、活動場所までは、原則として

公共交通機関を利用して移動する。 

 ハ 活動内容 

災害支援ナースは、保健師助産師看護師法（昭和23年法律第203

号）を遵守し、看護支援活動を行う。 
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図２：災害支援ナース派遣の仕組み（災害等発生時の対応） 
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７．費用の支弁 

（１）原則 

災害支援ナースの活動に要した費用は、都道府県と所属施設との協定

に基づき、災害支援ナースの派遣を要請した都道府県が支弁する。 

 （２）災害救助法に基づく費用支弁 

① 災害支援ナースの活動が、災害救助法（昭和22年法律第118号）第４

条の規定による救助であると認められた場合、被災都道府県の災害支援

ナースの派遣要請を受けた都道府県は、同法第20条第１項の規定に基づ

き、被災都道府県に求償することができる。 

② ①に基づき、災害支援ナースの活動に要した費用を求償された被災都

道府県は、求償した都道府県に対して、同法第18条により費用を支弁す

る。ただし、同法第20条第２項の規定に基づき、国に支弁を要請するこ

とができる。  

（３）感染症法に基づく費用支弁 

新興感染症発生・まん延時において、感染症の予防及び感染症の患者

に対する医療に関する法律（平成10年法律第114号。以下「感染症法」

という。）第36条の３の規定に基づく医療措置協定を締結した病院、診

療所又は訪問看護事業所が災害支援ナースを派遣した場合には、感染症

法第58条の規定により、都道府県が支弁するものとし、当該支弁した費

用について、第62条の規定により国が補助するものとする。 




